同族会社の留保金課税の停止措置について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１、検討課題

　今１８年度改正で「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)の経営革新計画の承認を受けた中小企業者の経営革新のための事業を実施している各事業年度以上が同族会社留保金課税除外の対象」に加わりました。このことについて、新聞紙上に掲載するために、どの様な内容を伝えれば税理士損害賠償を予防できるかを目的として、検討する。
２、平成17年度改正の内容
中小企業経営改革新支援法の一部を改正する法律（平成17年法律第30号）の施行（平成17年4月13日）に伴い、平成17年度税制改正により同族会社の留保金課税の停止措置の適用対象の見直しが行われた。
⑴概　　要

　青色申告書を提出する同族会社で、次にかかげるものの次に定める事業年度について、同族会社の留保金課税を適用しない。
①　中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第２条第１項に規定する中小企業者の設立の日を含む事業年度から当該設立の日以後10年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度
②　中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第9条第１項の承認を受けた中小事業者の事業年度終了の時において承認経営革新計画に従って経営革新のための事業を実施している場合における当該事業年度
③　各事業年度終了の時における資本又は出資の金額が１億円以下の同族会社で前事業年度終了の時における自己資本比率が50％以下であるものの当該事業年度

適用期間

　平成18年3月31日までに開始する各事業年度

留意点

　　改正前の中小企業経営革新支援法の規定による承認を受けた経営革新計画については、附則（平成17年4月13日法律第30号）においてみなし規定がおかれている。

第２条　この法律による改正前の中小企業経営革新支援法（以下「旧法」という。）第４条第１項の規定により行政庁の承認を受けた経営革新計画（旧法第５条第１項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの）は、この法律による改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（以下「新法」という。）第９条第１項の規定により行政庁の承認を受けた経営革新計画とみなす。
⑵　申告手続
①　創業10年以内（措置法第68条の2第1項第1号該当）
　「中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用制度に関する明細書」に該当事項を記載し、登記簿謄本等の設立の日を証明する書類を添付する。
②　経営革新計画実施中（措置法第68条の2第1項第2号該当）

　「中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用制度に関する明細書」に該当事項を記載し、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に規定する行う成長の当該承認をした旨を証する書類及び当該承認経営革新計画の計画書の写しを添付する。
③　自己資本比率50％以下（措置法第68条の2第1項第3号該当）
　法人税別表三(一)の｢１｣から｢４｣までの各欄に記載し、確定申告書に添付する。

３、経営改善計画の承認について
⑴　「中小企業新事業活動促進法」とは？新事業活動促進法」とは、どのような法律ですか？「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（中小企業新事業活動促進法）」は、利用者にとってわかりやすい施策体系にするため、[image: image1]中小企業経営革新支援法、[image: image2]中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法、[image: image3]新事業創出促進法の３法律を整理統合するとともに、施策体系の骨太化を図って、中小企業の新たな事業活動の促進を柱とした法律です。
　この法律では、中小企業の新たな事業活動を促進するため、「創業」、「経営革新」、「新連携」の取り組みを支援するとともに、これらの新たな事業活動の促進に資する事業環境基盤の充実を図るために、様々な支援を規定しています。
	新事業創出促進法
	 
	中小創造法
	 
	経営革新法


	[image: image4]


	中小企業新事業活動促進法


	●
	詳しくは、中小企業庁から冊子が出ています。中小企業庁ホームページからダウンロードもできます。


⑵　｢経営革新計画の承認｣制度の概略

Ｑ16　中小企業新事業活動促進法」に基づく「経営革新計画」の承認を受けるためには、どうすればよいのでしょうか？

Ａ　中小企業新事業活動促進法は、様々な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新(新たな取り組みによる経営の向上)などを幅広く支援する制度です。この法律を活用して、積極的に事業計画を作成し、経営の向上などに努めましょう。

●この制度の手続き

(1)経営の向上に関する目標を設定します。
（注）「経営革新計画」を実施する３年から５年の期間で、
　　(1)付加価値額（営業利益+人件費+減価償却費）が9％～15％以上向上すること等
 　 (2)経常利益が３％～５％以上向上することを目標にします。
(2)「経営革新計画書」を作成します。
　（注）(1)を目標に具体的には、次のような計画実施内容を入れます。 

	(1) 新商品の開発又は生産
(2) 新役務の開発又は提供
(3) 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
(4) 役務の新たな提供の方式の導入その他新たな事業活動


	

	                       [image: image5]
都道府県知事等へ提出し、承認を受ける。



●｢経営革新計画｣の承認を受けた方への支援

　　「経営革新計画」の承認を受けると、次のような支援が受けられます。 

	(1) 商品開発などの経費についての補助金
(2) 設備資金及び運転資金について政府系金融機関からの低利融資
(3) 設備投資減税、留保金課税の特例措置
(4) その他



	

	


⑶　条　文

　　　第三章　中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進 

　　　　第一節　経営革新 

（経営革新計画の承認） 

第九条 　中小企業者及び組合等（以下この節及び附則第四条第一項において「中小企業者等」という。）は、単独で又は共同で行おうとする経営革新に関する計画（中小企業者等が第二条第一項第六号から第八号までに掲げる組合若しくは連合会を設立し、又は出資して会社を設立しようとする場合にあっては当該中小企業者等がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関するものを、中小企業者等が合併して会社を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社（合併後存続する会社を含む。）が行う経営革新に関するものを含む。以下「経営革新計画」という。）を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを行政庁に提出して、その経営革新計画が適当である旨の承認を受けることができる。ただし、中小企業者等が共同で経営革新計画を作成した場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを行政庁に提出するものとする。 

２　経営革新計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 　経営革新の目標 

二 　経営革新による経営の向上の程度を示す指標 

三 　経営革新の内容及び実施時期 

四 　経営革新を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 

五 　組合等が経営革新に係る試験研究のための費用に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準 

３　行政庁は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る経営革新計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。 

一 　前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。 

二 　前項第三号及び第四号に掲げる事項が経営革新を確実に遂行するため適切なものであること。 

三 　前項第五号に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。 

（経営革新計画の変更等） 

第十条 　前条第一項の承認を受けた中小企業者等は、当該承認に係る経営革新計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした行政庁の承認を受けなければならない。 

２　行政庁は、前条第一項の承認に係る経営革新計画（前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認経営革新計画」という。）に従って経営革新のための事業が行われていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。 

３　前条第三項の規定は、第一項の承認について準用する。 

⑷　逐条解説

【趣旨】本条は、中小企業者等が経営革新を行おうとする場合については、当該経営革新に関する計画について行政庁（国又は都道府県）の承認を受けることができるものとし、その承認の手続、要件等について定めている。

【解説】

（第１項） 計画の作成主体について規定するものである。中小企業が行う経営革新については、個々の中小企業が行う場合の他、グループや組合等（組合等については第二条第四項の解説参照）の多様な形態で取組むことが考えられる。従って、本項においては、計画の作成主体について定めるとともに、グループで計画を申請する場合の代表者に関して規定している。

1、共同での計画の申請
　個々の中小企業者等で行うよりも複数の中小企業者等が協力して経営革新に取組むことがより円滑な事業の推進、個々の事業者の経営の向上につながることもあり、任意のグループによって経営革新に取り組む場合について支援の対象とすることを明確に位置づけたものである。
2、出資会社、合併等に関する計画の申請
　経営革新に取り組むために中小企業者等が新たに組合や出資会社を設立する場合が考えられるが、この場合は、既存の中小企業者等と新たに設立された組合等が共同で行う経営革新として計画申請を行うことができる。新たに設置された組合や出資会社が単独で計画申請できないのは、経営革新の概念が、新たな事業活動を通じて中小企業の経営の向上を図るものであり、組合や出資会社の新たな設置によって既存の中小企業者等の経営がどのように向上するかに着目する必要があるからである。また、合併により設立される会社による計画申請も可能であり、この場合の経営の向上については、合併する企業全体の経営状況がどのように向上するかに着目することとなる。
3、共同で計画を申請する際の代表者

　中小企業者等が共同で計画を申請する際には、代表者を定めることとなっており、この代表者の所在地によって申請先が決定される。
　施行規則（経済産業省令）によって代表者の数は三名以内とされているが、複数の代表者を認めることについては、グループにおいて中核的な中小企業者等が複数存在する場合も想定したものであり、それぞれの所在する都道府県が異なる場合については、国に申請することとなる。なお、代表者の所在地と申請先である行政庁（国又は都道府県）との関係については、法第三十六条及び施行令第十二条に規定されている（具体的な申請先については第三十六条解説参照。）。
（第２項） 計画に記載すべき事項については、第二項各号に定められているとおりであるが、第二号の「経営革新による経営の向上の程度を示す指標」が大きな特徴となっている。第二条第六項に規定される経営革新の定義において「経営の相当程度の向上を図ること」が要件とされているが、本項第二号は、その経営の向上を示す指標を用いて具体的な経営目標を経営革新計画に盛り込むことを要求するものである。具体的な「経営の向上の程度を示す指標」については、法第三条に規定する新たな事業活動の促進に関する基本方針において、①中小企業（グループの場合は全体での評価も可。②においても同じ。）の付加価値額又は従業員一人あたりの付加価値額の伸び率及び②経常利益の伸び率の二つの指標と規定されている。（次項及び第二条第六項の解説参照） 

（第３項） 

1、第1号

　経営革新の対象となる事業内容、経営の向上の目標等の詳細については、基本方針において定められているが、経営革新計画におけるこれらの記載事項が基本方針に照らして適切なものであることを要件とするものである。なお、「経営の向上の程度を示す指標」との関係では、指標の内容及び「経営の相当程度の向上」と判断できる目標値については、基本方針において、具体的には計画期間の終了までの①付加価値額又は一人あたりの付加価値額の伸び率が五年計画であれば十五％以上（三年計画であれば九％以上）であること、かつ、②経常利益の伸び率が、五年計画であれば五％以上（三年計画であれば三％以上）であることが要求されている。

２、第２号

　経営革新に必要な資金の額及びその調達方法が、経営革新を実現するに当たって適切なものであるとともに、企業規模等から勘案して無理なものでないことを要件とするものである。
３、第３号

　組合等が経営革新に係る試験研究のための費用に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その基準が適切なものであることを要件としているものである。
（経営革新計画の変更等） 

【趣旨】本条は、経営革新計画の変更をする中小企業者等は、その計画を承認した行政庁の承認を受けなければならない旨及びその際の承認基準並びにその承認を受けた経営革新計画に従った経営革新のための事業が行われていない場合等に行政庁が承認を取り消しうる旨を定めたものである。

【解説】

（第１項、第３項） 

１、第９条第１項の承認を受けた中小企業者及び組合等（以下「承認中小企業者等」という。）は、当該承認に係る経営革新計画を変更しようとするときは、同項の承認を行った行政庁の承認を受けなければならない。
　承認経営革新計画の実施については、計画が円滑に行われるよう努めるものとするが、経営事情の変動等により、その計画の実施時期、資金計画等を変更しなければならないケースも想定される。そのため、この場合の手続を特に法律において明記する必要があると考え、本規定を設けることとしたものである。
　経営革新計画を変更した後の計画の実施期間は、変更前の承認経営革新計画を実施した期間を含めて五年間以内であり、例えば当初の計画の実施期間が三年間であった場合は、変更申請により最大二年間の延長をして承認を受けることが可能である。また、経営革新計画の承認基準（第九条第三項）に照らし、設備全体の能力に影響を及ぼさないような導入機種又は台数の変更、単価の増減等による資金総額の若干の変更等の承認経営革新計画の趣旨を変えないような軽微な修正は、変更とはみなさないものとしている。
　なお、経営革新計画の変更の際の承認基準は、本条第三項の準用規定により第九条第三項に定められた基準と同様である。

２、経営革新計画の変更の申請は、施行規則様式第七による申請書一通及びその写し一通を当該承認経営革新計画の承認を行った行政庁に提出することにより行う。この場合、経営革新計画の変更内容について、変更前と変更後を対比して記載する。

（第２項） 

　本項は、行政庁は、承認中小企業者等が当該承認を受けた経営革新計画（第九条第一項の規定による変更の承認があったときには、その変更後の計画）に従って経営革新を行っていないと認められるときには、その承認を取り消すことができることを定めたものである。
　行政庁は、承認経営革新計画の実施に遅滞があると認められる場合には、計画に沿って事業を行えるよう指導・助言するほか、必要に応じ経営革新計画の変更を指導するものとしている（第三十四条第三項）。しかし、経営革新計画の円滑な遂行に著しい支障が生じており、当該承認経営革新計画を実施する見込みがなく、その結果、承認基準に該当しなくなると認められる場合には、当該承認経営革新計画の承認を取り消すことができることを定めたものである。
　承認経営革新計画の承認の取り消しを受けた者に対しては、金融・税制上の助成措置を停止することとなる。

	⑸　中小企業者等の定義


➀中小企業者として本法の対象となる会社及び 個人の基準（いずれかの基準に該当する者） 
	主たる事業を営んでいる業種


	（平成5年10月日本標準産業分類
第10回改定分類による）



		資本金基準

（資本の額又は
出資の総額）

	従業員基準

（常時使用する
従業員の数）


	製造業、建設業、運輸業その他の業種
（下記以外）

ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。）

	3億円以下

3億円以下

	300人以下

900人以下


	卸売業

	1億円以下

	100人以下


	サービス業（下記以外）

ソフトウエア業又は
情報処理サービス業

旅館業

	5千万以下

3億円以下

5千万以下

	100人以下

300人以下

200人以下


	小売業

	5千万以下

	50人以下



	


	（注）
	常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。


➁　中小企業者としての本法の対象となる組合及び連合会
	組合及び連合会

	中小企業者となる要件


	事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

	特になし


	生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、鉱工業技術研究組合

	直接又は間接の構成員の2／3以上が中小企業者であること



	


	（注）
	1．
	企業組合、協業組合も中小企業者として本法の対象となります。

	
	2．
	社団法人は、中小企業者には該当しませんが、民法第34条の規定により設立された社団法人のうち、　その直接又は間接の構成員の2／3以上が中小企業者であるものについては、本法の対象となります。


　留意点
➀　中小企業者の定義は、経営革新計画の認定を受けなくてもよい上記２⑴➀の創業10年以内の場合にも適用され、主たる事業により基準が異なるので注意が必要。
②　資本金基準又は従業員基準のいずれかの基準に該当すれば適用対象となること。

③　関連通達　法人措置基通
	第68条の２
	　((中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用)) 関係


	


	　　　　（中小企業者であるかどうかの判定の時期）

68 
の2－1　法人が、措置法第68条の２第１項第１号に掲げる「新事業創出促進法第２条第３項に規定する中小企業者」又は同項第３号に掲げる「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第２条第１項に規定する中小企業者」に該当する法人であるかどうかは、当該事業年度終了の時の現況によって判定するものとする。（平12年課法２－19「二十六」により追加、平15年課法２－７「七十七」により改正） 

(注)

　分割型分割の日の前日を含む事業年度につき申告を行う連結法人の措置法第68条の２第１項第１号に規定する「設立の日」がいつであるかどうかについても、同様とする。
　　　　（事業の判定等）

68 
の2－2　措置法第68条の２第１項第１号に掲げる「新事業創出促進法第２条第３項に規定する中小企業者」又は同項第３号に掲げる「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第２条第１項に規定する中小企業者」に該当するかどうかは、次により判定するものとする。（平12年課法２－19「二十六」により追加、平12年課法１－49、平15年課法２－７「七十七」により改正）

(1) 
　法人の営むその主たる事業が、新事業創出促進法第２条第３項第１号から第３号までに掲げる事業又は中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第２条第１項第１号から第３号までに掲げる事業のうちいずれに該当するかは、おおむね日本標準産業分類（総務省）の分類を基準として判定する。 
(2)

　新事業創出促進法第２条第３項第１号から第３号まで又は中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第２条第１項第１号から第３号までに規定する「常時使用する従業員の数」は、常用であると日々雇い入れるものであるとを問わず、事務所又は事業所に常時就労している職員、工員等（役員を除く。）の総数によって判定する。この場合において、法人が酒造最盛期、野菜缶詰・瓶詰製造最盛期等に数か月程度の期間その労務に従事する者を使用するときは、当該従事する者の数を「常時使用する従業員の数」に含めるものとする。



⑹　｢経営革新計画｣の承認を受けるための手続き
　経営革新計画の承認を受けるための手続きは、次のようになります。
	[image: image6]都道府県担当部局等へ問い合わせ

	対象者の要件、経営革新計画の内容、申請手続き、申請窓口、支援措置の内容等、ご相談ください。
なお、任意グループなど複数の中小企業者が共同で計画を作成する場合は、申請代表者・実施主体者の構成によっては、都道府県ではなく、国の地方機関等、あるいは本省が窓口になることもありますので、まずは、その点をご確認ください。


	
	[image: image7]

	　　　　　　　　　　　　[image: image8]
	 

	[image: image9]必要書類の作成、準備
計画承認申請書は、都道府県担当部局、国の地方機関等に用意しています。中小企業庁ＨＰからもダウンロード可能です。
申請書への記載は、申請様式に従ってください。

	[image: image10]

	　　　　　　　　　　　 [image: image11]
	 

	[image: image12]各都道府県担当部局、国の地方機関等への申請書の提出
申請書提出先は、申請代表者・実施主体者の構成で決まります。
本法に関連する債務保証、融資、補助金等を利用する場合は、計画申請と並行して当該関係機関と密接な連絡をとってください。（詳しくは都道府県担当部局、国の地方機関などにご相談ください。）

	[image: image13]

	　　　　　　　　　　   [image: image14]
	 

	[image: image15]都道府県知事、国の地方機関等の長の承認
都道府県等による審査を経て、経営革新計画の承認がされます。また、支援策の実施機関の審査後に支援措置などが行われます。
計画開始後、フォローアップのために、計画進捗状況調査などが行われます。

	[image: image16]


⑺　｢経営革新計画｣の申請先

	　　
	①　個別中小企業者による、又は個別中小企業者が共同で行う申請の場合

	1社単独の場合
申請者
本社所在地
事業場所
申請先
ａ社のみ
Ａ県
Ａ県又は
Ａ県以外で活動
Ａ県


	複数社共同の場合（代表1社）
申請者
本社所在地
事業場所
申請先
ａ社、b社、c社の
共同申請
代表１社：ａ社
Ａ県
（代表ａ社の本社の所在地）
Ａ県又は
Ａ県以外で活動
Ａ県


	複数社共同の場合（代表1社）
申請者
本社所在地
事業場所
申請先
ａ社、b社、c社、
d社、e社の共同申請
代表3社：
ａ社、b社、c社
Ａ県（代表ａ社、b社、c社の本社がＡ県に存在）
Ａ県又は
Ａ県以外で活動
Ａ県
Ａ県、Ｂ県、Ｃ県（代表ａ社、b社、c社の本社がそれぞれＡ県、Ｂ県、Ｃ県に存在。但しＡ県、Ｂ県、Ｃ県が同一の地方局管内）
Ａ県、Ｂ県、Ｃ県
又はそれ以外の
県で活動
事業所管省庁の
地方局又は経済
産業省の地方局
Ａ県、Ｂ県、Ｃ県（代表ａ社、b社、c社の本社がそれぞれＡ県、Ｂ県、Ｃ県に存在。但しＡ県、Ｂ県、Ｃ県が同一の地方局の区域を越える場合）
Ａ県、Ｂ県、Ｃ県
又はそれ以外の県で活動
事業所管省庁
又は中小企業庁



　②　組合等による申請の場合
	１組合単独の場合

	申請者
	主たる事務所所在地
	事業場所
	申請先

	１組合等単独の場合
	Ａ県
	Ａ県内で活動
	Ａ県

			Ａ県、Ｂ県で活動
	事業所管省庁の
地方局又は経済
産業省の地方局

			全国
	事業所管省庁
又は中小企業庁


	

	複数組合等その他共同の場合（代表１名）
申請者
主たる事務所所在地
事業場所
申請先
複数組合等その他
共同の場合
（代表１名）
（a組合等（代表）、
b組合等、c社、d社）
Ａ県
（代表a組合等がＡ県内に主たる事務所が存在）
代表の組合等が
Ａ県内で活動
Ａ県
代表a組合等が、
Ａ県、Ｂ県で活動
（Ａ県、Ｂ県が同一
の地方局管内）
事業所管省庁の
地方局又は経済
産業省の地方局
代表a組合等が、
Ａ県、Ｂ県で活動
（Ａ県、Ｂ県が同一
の地方局の区域
を越える場合）
事業所管省庁
又は中小企業庁



⑻　申請書類
	申請書類

	1

	様式第6（変更申請の場合は、様式第7）、別表1～7の正本（１通）※


	2
	1の写し（１通）


	3

	中小企業者等の定款


	4

	中小企業者の最近2期間の営業報告書又は事業報告書、貸借対照表、損益計算書（これらが無い場合、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類）



	


	　　※（41ページ以降参照）
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様式１

経営革新計画に係る承認申請書

平成　　年　　月　　日

東　京　都　知　事　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　　所　〒

　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　　称

代表者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

電話・ＦＡＸ

　　　（承認書の郵送先や連絡先が上記と異なる場合記入）

　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　　所　〒

　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　電話・ＦＡＸ

　中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第９条第１項の規定に基づき、別紙の計画について承認を受けたいので申請します。

（別表１）

経営革新計画

	①申請者名・資本金・業種
	②実施体制及び連携先

	申請者名：

資 本 金：
業　　種：
	

	③新事業活動の類型
	④経営革新の目標

	計画の対象となる類型全てに丸印を付ける。

１．新商品の開発又は生産

２．新役務の開発又は提供

３．商品の新たな生産又は販売の方式の導入

４．役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
	経営革新計画のテーマ：　　　　　　　　　　　　

	
	

	⑤経営革新の内容及び既存事業との相違点



	⑥経営の向上の程度を

示す指標
	現　　状（千円）
	計画終了時の目標伸び率（計画期間）（％）

	１
	付加価値額
	
	（　年　月～　年　月（　年計画））

	２
	一人当たりの

付加価値額
	
	

	３
	経常利益
	
	


（別表１－２）
経営革新計画の具体的内容                                            　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加企業者名　　　　　　　　　　　　　　　　
	（経営革新計画の具体的内容と新しい取り組み方法を記入して下さい）
	

	
	


※技術・商品等の図面、機器のカタログ等、内容のわかる資料を添付して下さい。
（別表２）

実施計画と実績（実績欄は申請段階では記載する必要はない。）

	①番号
	計　　　　画
	実　　　　績

	
	②実　施　項　目
	③評価基準
	④評価

頻度
	⑤実施

時期
	実施

状況
	効果
	対策

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（別表３）

経営計画及び資金計画

参加中小企業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　千円）

	
	２年前

(　年　月期)
	１年前

(　年　月期)
	直近期末

(　年　月期)
	１年後

(　年　月期)
	２年後

(　年　月期)
	３年後

(　年　月期)
	4年後

(　年　月期)
	５年後

(　年　月期)

	①売上高
	
	
	
	
	
	
	
	

	②売上原価
	
	
	
	
	
	
	
	

	③売上総利益

（①－②）
	
	
	
	
	
	
	
	

	④販売費及び

一般管理費
	
	
	
	
	
	
	
	

	⑤営業利益
	
	
	
	
	
	
	
	

	⑥営業外費用
	
	
	
	
	
	
	
	

	⑦経常利益

（⑤－⑥）
	
	
	
	
	
	
	
	

	⑧人件費
	
	
	
	
	
	
	
	

	⑨設備投資額
	
	
	
	
	
	
	
	

	⑩運転資金
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	普通償却額
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	特別償却額
	
	
	
	
	
	
	
	

	⑪減価償却費
	
	
	
	
	
	
	
	

	⑫付加価値額

（⑤＋⑧＋⑪）
	
	
	
	
	
	
	
	

	⑬従業員数
	
	
	
	
	
	
	
	

	⑭一人当たりの付加価値額(⑫÷⑬)
	
	
	
	
	
	
	
	

	⑮資金調達額（⑨＋⑩）
	政府系金融機関借入
	－
	－
	－
	
	
	
	
	

	
	民間金融機関借入
	－
	－
	－
	
	
	
	
	

	
	自己資金
	－
	－
	－
	
	
	
	
	

	
	その他
	－
	－
	－
	
	
	
	
	

	合　計
	－
	－
	－
	
	
	
	
	


（各種指標の算出式）

「経常利益」：営業利益－営業外費用（支払利息、新株発行費等）

「付加価値額」：営業利益＋人件費＋減価償却費

「一人当たりの付加価値額」：付加価値額÷従業員数

「営業利益」：売上総利益（売上高－売上原価）－販売費及び一般管理費

（付加価値額等の算出方法）

人数、人件費に短時間労働者、派遣労働者に対する費用を参入しましたか。（はい・いいえ）

減価償却費にリース費用を参入しましたか。（はい・いいえ）

従業員数について就業時間による調整を行いましたか。（はい・いいえ）

（別表４）

設備投資計画（経営革新計画に係るもの）
参加中小企業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）

	
	機械装置名称　　（導入年度）
	単　　　価
	数　量
	合　計　金　額

	１
	
	
	
	

	２
	
	
	
	

	３
	
	
	
	

	４
	
	
	
	

	５
	
	
	
	

	６
	
	
	
	

	７
	
	
	
	

	８
	
	
	
	

	９
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


注）設備投資計画が書ききれない場合は、最後の行に別添ありと記載して同じ様式で記載したものを　添付する

運転資金計画（経営革新計画に係るもの）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）
	年　　度
	金　　額

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


（別表５）

組合等が研究開発等事業に係る試験研究費に充てるためその構成員に対して賦課しようとする負担金の賦課の基準

（単位　千円）

	試験研究の名称
	年度
	賦課基準
	負担金の合計

及びその積算根拠
	構成員別の賦課金額

及びその積算根拠

	１
	
	
	
	

	２
	
	
	
	

	３
	
	
	
	

	４
	
	
	
	

	５
	
	
	
	


注）賦課基準については生産数量（金額）、従業員割、設備割、出資金等具体的に記載すること。

（別表６）

[希望する支援策について]

　 eq \o\ad(経営革新計画が承認された場合に利用を希望する支援策に○印を付けて下さい。（複数希望可）,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
１　中小企業経営革新補助金制度

　　  ２  政府系金融機関による低利融資制度

３　税制面での支援措置（該当するものに○印を付けてください）
　　（設備投資減税・留保金課税の停止措置）
    　４　中小企業信用保険法の特例
    　５　中小企業投資育成株式会社法の特例
    　６　ベンチャーファンドからの投資

７　特許関係料金減免制度

[関係機関への連絡希望について]                                    　　　　　　 
　計画が承認された場合に、当該認定を受けた計画の内容について下記関係機関に送付することの希望

の有無を必ずご記載下さい。（有か無に○を記入してください。）
	承認書類の送付を希望する機関名（実施支援策）
	送付の希望の
有・無
	

	①中小企業金融公庫（中小企業経営革新等支援貸付）　　　　　 支店
	  　 有  ・  無
	

	②国民生活金融金庫（中小企業経営革新等支援貸付）       　　支店
	  　 有  ・  無
	

	③商工組合中央金庫（中小企業経営革新等支援貸付）  　 　　　支店
	   　有  ・  無
	

	④東京信用保証協会（中小企業信用保険法の特例）
	   　有  ・  無
	

	⑤中小企業投資育成株式会社 （投資育成の特例）
	   　有  ・  無
	


注1） 前記[希望する支援策について]で２を希望した場合の送付希望先は①、②、③、４を希望した
場合は④、５を希望した場合は⑤となります。但し、計画内容の送付を希望しない場合は無に○を記入して下さい。　
注２）　支店名を記載すること

但し、関係資料の送付は各機関の代表窓口になります。　

[経営革新計画提出に当たり協力を得た機関等]

「経営革新計画」提出に当たり協力を得た機関等があれば、下記に○印の上、具体名を記載して

下さい。

　１　政府系金融機関　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  ２　民間金融機関　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　３　中小企業診断士　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４　税理士・公認会計士・社会保険労務士等　（　　　　　　　　　　　　　　）

　５　商工会・商工会議所　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　６　県・市町村関係機関　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　７　その他　＊具体的に記入して下さい　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

（別表７）
[企業名等の公表]                                     　　 　　　　　　
　「経営革新計画」が承認された場合、下記の記載内容を東京都のホームページ上で公表可能か

どうか、該当する項目の回答欄に○印をして下さい。
	
	回　　答　　欄
	

	公表してよい
	　１．企業（組合）名　           ２．代表者名
　３．資本金 　　　　　　　　　　４．従業員数
　５．所在地                     ６．電話番号
	

	
	  ７．業種　　　　　　　　　　　 ８．経営革新計画の名称
	
	

	公表しては困る
	
	
	

	
	
	


　注）公表してよい場合、１～８の各項目ごとに○印をして下さい。

[中小企業経営革新事例集の作成]
１．今後、経営革新を行おうとする中小企業の参考のため事例集を作成する場合、下記の　　　　　　記載内容を活用することが可能かどうか、該当する項目の回答欄に○印をして下さい

	
	回　　答　　欄
	

	活用してよい
	　１．企業（組合）名　           ２．代表者名
　３．資本金 　　　　　　　　　　４．従業員数
　５．所在地                     ６．電話番号
	

	
	  ７．業種　　　　　　　　　　　 ８．経営革新計画の名称及び概要
	
	

	公表しては困る
	
	
	

	
	
	


注）活用してよい場合、１～８の各項目ごとに○印をして下さい。
２．その他
  (1)　掲載するものは、原則として上記についてご了解を得たものになります。
  (2)　本調査にご回答いただいた上で、掲載分については検討させていただきますので、
     ご了承下さい。
様式２

承認経営革新計画の変更に係る承認申請書

平成　　年　　月　　日

東　京　都　知　事　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　　所　〒

　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　　称

代表者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
電話・ＦＡＸ

　平成　年　月　日付　　　　　第　　　号により承認を受けた経営革新計画について下記のとおり変更したいので、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第１０条第１項の規定に基づき承認を申請します。

記

１　変更事項

２　変更事項の内容

（備考）

１　記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。

２　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

（記載要領）

　様式２において、共同で経営革新計画を実施する場合においては、当該計画の代表者の名称及びその代表者を記載する。

　変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載すること。

様式３

承認経営革新計画に係る変更報告書

平成　　年　　月　　日

東　京　都　知　事　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　　所　〒

　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　　称

代表者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
電話・ＦＡＸ

　平成　　年　　月　　日付　　　　第　　　号により承認を受けた経営革新計画について下記の事項を変更したので報告します。

記

１　変更事項

２　変更事項の内容

　　　　＊変更前と変更後を対比して記載

（添付資料）

　・

　・

　・

